令和２年５月１１日
保　護　者　様
大阪市立大正北中学校長　德野　利幸
令和２年５月分　学校徴収金等の納入について
　過日の学校徴収金会計の予算書配付の際に連絡させていただきましたが、今年度の学校徴収金等の徴収を５月から開始いたします。

　５月分学校徴収金につきまして、下記のとおり徴収させていただきますので、何かとご出費の多いときとは存じますが、納入くださいますようお願いいたします。

記
１．　銀行口座振替日：５月２６日（火）　※振替手数料６８円がかかります。
（５月２５日までに、お届けの銀行口座へのご入金をよろしくお願いします。）

２．　徴収金額

	
	１年
	２年
	３年

	生徒費
	６，８００円

	６，２００円
（７，０１７円）
	６，３００円
（７，２３０円）

	積立金
	０円
	０円
	０円

	PTA会費
	０円
	０円
	０円

	合計
	６，８００円
	６，２００円
（７，０１７円）
	６，３００円
（７，２３０円）


※　（　）は前年度繰越金（２年８１７円、３年９３０円）のない方（前年度就学援助
認定者及び転入生等）の金額です。
３．　その他
　　　　・　　銀行口座をお届けいただいていない方には、後日、納入通知書を配付しますので、その通知書に現金を添えて、５月２６日（火）の午前中に本校事務室までご持参ください。

　　　　・　　再振替は行いませんので今回の自動振替で振替ができない場合は、別途通知する日に本校事務室へ現金にて納入いただくことになりますので、ご注意ください。


★★★　就学援助費の申請、お忘れではないですか？　★★★
申請理由が　①市民税が非課税の方　か　⑫経済的な事情により就学援助費を必要とする方　で　税情報利用に同意される場合（同意印を押していただくだけで、申請理由を証明する書類は必要ありません。※⑫番理由の方で借家にお住まいの方は、賃貸契約書の写しが必要となります。）は、５月１５日（金）までに申請書を提出してください。
５月１５日を過ぎますと、税情報利用に同意されていても、申請理由を証明する書類が必要となりますのでご注意ください。
